
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
　
第
107
集

多
賀
城
市
教
育
委
員
会

市
川
橋
遺
跡
│
第
72
次
調
査
│
出
土
の
漆
紙
文
書



　
　
　
　
　
　

序　
　
　
　

文

　

本
市
文
化
財
調
査
報
告
書
と
し
て
、
市
川
橋
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
漆
紙
文
書
の
調
査
成
果
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
周
知
の
と
お
り
、
漆
紙
文
書
は
昭
和

四
十
八
年
に
多
賀
城
跡
の
調
査
に
お
い
て
初
め
て
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
古
代
史
を
解
き
明
か
す
重
要
な
史
料
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
本
市
教
育
委

員
会
が
発
掘
調
査
で
発
見
し
た
漆
紙
文
書
は
三
十
二
点
に
の
ぼ
り
、
古
代
多
賀
城
の
実
像
に
迫
る
大
変
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
の
漆
紙
文
書
は
、
平
成
二
十
年
度
に
個
人
住
宅
の
建
設
に
伴
い
実
施
し
た
市
川
橋
遺
跡
第
七
十
二
次
調
査
で
出
土
し
た
も
の
で
す
。
市
川
橋
遺
跡
は
、
多
賀
城
跡
の

南
面
に
建
設
さ
れ
た
古
代
地
方
都
市
の
遺
跡
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
数
多
く
の
貴
重
な
遺
構
や
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
文
書
は
解
読
の
結
果
馬
に
関
係
す

る
建
物
の
修
理
報
告
書
の
案
文
と
考
え
ら
れ
、
周
辺
に
お
け
る
調
査
成
果
を
踏
ま
え
る
と
、
都
市
の
中
に
馬
関
連
施
設
が
存
在
し
た
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
古
代
都
市
多
賀
城
は
、
ま
だ
そ
の
全
体
像
を
解
明
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
成
果
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い

く
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
の
作
成
に
あ
た
り
多
大
な
る
御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
長　

平
川
南
氏
と
同
館
外
来
研
究
員　

武
井
紀
子
氏
、

ま
た
発
掘
調
査
に
際
し
御
理
解
と
御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
対
し
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　

平
成
二
十
三
年
七
月

多
賀
城
市
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　

教
育
長　

菊　
　

地　
　

昭　
　

吾　



　
　

例　

言

１　

本
書
は
、
平
成
二
十
年
度
に
実
施
し
た
市
川
橋
遺
跡
第
七
十
二
次
調
査
出
土
の
漆
紙

　
　

文
書
に
関
す
る
報
告
で
あ
る
。

２　

遺
構
の
名
称
は
、
各
遺
跡
と
も
第
一
次
調
査
か
ら
の
通
し
番
号
で
あ
る
。

３　

測
量
法
の
改
正
に
よ
り
、
経
緯
度
の
基
準
は
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
日
本
測
地

系
に
代
わ
り
、
世
界
測
地
系
に
従
う
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
本
書
で
は
過
去
の

調
査
区
と
の
整
合
を
図
る
上
で
の
便
宜
を
考
慮
し
、
従
来
通
り
の
国
土
座
標
「
平

面
直
角
座
標
系
Ｘ
」
を
用
い
て
い
る
。
な
お
、
市
川
橋
遺
跡
の
調
査
区
基
準
線
は
、

南
北
大
路
と
東
西
大
路
の
交
差
点
中
央
付
近
に
設
定
し
た
［X

=
1
8
9
,
2
0
0
.
0
0
0

　

Y
=
1
3
,
8
5
0
.
0
0
0

］
を
原
点
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。

４　

挿
図
中
の
高
さ
は
、
標
高
値
を
示
し
て
い
る
。

５　

本
書
の
執
筆
は
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
と
第
四
章
第
一
節
を
村
松
稔
、
第
四
章
第
二

　
　

節
と
第
三
節
を
鈴
木
琢
郎
が
担
当
し
、
第
五
章
を
平
川
南
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

　
　

館
長
）
・
武
井
紀
子
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
外

　
　

来
研
究
員
）
に
依
頼
し
た
。
図
版
作
成
は
村
松
と
鈴
木
、
遺
構
の
写
真
撮
影
は
村
松
、

　
　

漆
紙
文
書
の
可
視
光
に
よ
る
撮
影
は
村
松
と
鈴
木
が
行
っ
た
。
漆
紙
文
書
の
赤
外
線

　
　

デ
ジ
タ
ル
写
真
撮
影
は
中
村
一
郎
氏
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
）
の
協
力
を
得
て
行
っ

　
　

た
。
編
集
は
村
松
が
担
当
し
た
。

６　

本
書
に
掲
載
し
た
正
倉
院
文
書
の
写
真
（
第
十
三
図
）
は
、
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所

　
　

の
許
可
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

７　

漆
紙
文
書
の
検
討
・
分
析
に
当
っ
て
は
次
の
方
々
か
ら
の
ご
協
力
を
得
た
。
記
し
て

　
　

謝
意
を
表
す
る
。
（
五
十
音
順
、
敬
称
略
）

　
　

相
澤
秀
太
郎
、
浅
野
啓
介
、
今
泉
隆
雄
、
遠
藤
み
ど
り
、
大
平
聡
、
風
間
亜
紀
子
、

　
　

鐘
江
宏
之
、
川
合
奈
美
、
金
銀
貞
、
熊
谷
明
善
、
熊
谷
公
男
、
佐
藤
和
道
、
佐
藤
健

　
　

治
、
永
田
英
明
、
古
尾
谷
知
浩
、
堀
裕
、
三
上
喜
孝
、
矢
越
葉
子
、
吉
江
崇
、
渡
辺

　
　

晃
宏

８　

市
川
橋
遺
跡
第
七
十
二
次
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
賀
城
市
文
化
財
調
査

　
　

報
告
書
第
九
十
五
集
『
多
賀
城
市
内
の
遺
跡
２　

―
平
成
二
〇
年
度
発
掘
調
査
報
告

　
　

書
―
』
（
二
〇
〇
九
年
）
で
内
容
を
報
告
し
て
い
る
が
、
本
書
と
記
載
内
容
が
異
な

　
　

る
場
合
、
本
書
が
こ
れ
に
優
先
す
る
。

９　

調
査
に
関
す
る
諸
記
録
、
及
び
出
土
遺
物
は
、
す
べ
て
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
が
保

　
　

管
し
て
い
る
。

　
　
　

凡　

例

１　

本
書
で
使
用
し
た
遺
構
の
略
称
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

Ｓ
Ｂ
：
掘
立
柱
建
物
跡　

Ｓ
Ａ
：
柱
列
跡　

Ｓ
Ｄ
：
溝
跡　

Ｓ
Ｘ
：
そ
の
他
の
遺
構

２　

奈
良
・
平
安
時
代
の
土
器
の
分
類
記
号
は
、
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
七
十

　
　

集
『
市
川
橋
遺
跡　

―
城
南
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅱ
―
』

　
　

（
二
〇
〇
三
年
）
に
従
う
。

３　

本
文
中
で
用
い
て
い
る
「
灰
白
色
火
山
灰
」
と
は
、
東
北
地
方
北
部
に
広
く
降
下
し

た
広
域
火
山
灰
で
あ
る
。
そ
の
降
下
年
代
に
関
し
て
は
、
九
一
五
年
と
す
る
説

（
町
田
洋
「
火
山
灰
と
テ
フ
ラ
」
、
日
本
第
四
紀
学
会
編
『
日
本
第
四
紀
地
図
』
、

一
九
八
七
年
。
阿
子
島
功
・
壇
原
徹
「
東
北
地
方
、
十
Ｃ
頃
の
降
下
火
山
灰
に
つ
い
て
」
、

『
中
山
久
夫
教
授
退
官
記
念
地
質
学
論
文
集
』
、
一
九
九
一
年
）
と
、
九
〇
七
年
か
ら

九
三
四
年
の
間
と
す
る
説
（
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調

査
研
究
所
年
報　

一
九
九
七
』
、
一
九
九
八
年
）
に
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
前
者

は
『
扶
桑
略
記
』
（
裏
書
）
延
喜
十
五
年
（
九
一
五
）
七
月
十
三
日
条
の
「
出
羽
国

言
上
、
雨
灰
高
二
寸
、
諸
郷
桑
枯
損
之
由
」
の
記
事
を
火
山
灰
降
下
記
事
と
す
る
理

解
で
あ
る
。
後
者
は
こ
の
火
山
灰
が
、
九
〇
七
年
伐
採
の
木
材
を
使
用
し
て
い
る
秋

田
県
払
田
柵
跡
外
郭
線
Ｃ
期
角
材
列
の
存
続
中
に
降
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
九
〇
七



年
を
上
限
と
し
、
承
平
四
年
（
九
三
四
）
に
焼
失
し
た
陸
奥
国
分
寺
七
重
塔
（
『
日

本
紀
略
』
同
年
閏
正
月
十
五
日
条
）
の
焼
土
層
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
九
三
四

年
を
下
限
と
す
る
説
で
あ
る
。
近
年
、
九
一
五
年
説
を
評
価
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る

が
（
小
口
雅
史
「
古
代
北
東
北
の
広
域
テ
フ
ラ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
十
和
田
ａ
と
白

頭
山
（
長
白
山
）
を
中
心
に
―
」
、
笹
山
晴
生
編
『
日
本
律
令
制
の
展
開
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
、
当
市
教
育
委
員
会
で
は
考
古
学
的
な
見
解
を
重
視
し
、
後

者
の
年
代
観
に
従
う
も
の
と
す
る
。
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1

第
一
章　

市
川
橋
遺
跡
の
位
置
と
地
理
的
環
境

　

本
遺
跡
は
宮
城
県
仙
台
市
の
中
心
部
か
ら
北
東
に
約
一
〇
㎞
、
多
賀

城
市
北
西
部
に
位
置
す
る
。
利
府
町
の
丘
陵
地
帯
を
水
源
と
す
る
砂
押

川
が
多
賀
城
市
の
北
西
か
ら
南
東
に
か
け
て
貫
流
し
て
お
り
、
本
市
の

地
形
は
こ
れ
に
よ
っ
て
東
西
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
。

　

砂
押
川
の
左
岸
に
あ
た
る
東
半
部
は
、
松
島
丘
陵
と
そ
こ
か
ら
南
に

向
い
派
生
す
る
標
高
四
〇
ｍ
か
ら
一
〇
〇
ｍ
の
低
丘
陵
と
な
っ
て
い

る
。
一
方
、
右
岸
に
あ
た
る
西
半
部
は
宮
城
野
海
岸
平
野
と
呼
ば
れ
る

広
大
な
沖
積
平
野
が
広
が
る
。
本
遺
跡
は
こ
の
沖
積
平
野
の
東
端
部
に

あ
り
、
丘
陵
部
と
接
し
て
い
る
。
標
高
は
、
二
か
ら
三
ｍ
程
で
あ
り
、

お
よ
そ
平
坦
な
地
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
遺
跡
の
範
囲
内
は
地
形
図
上
で
は
す
べ
て
低
湿
地
と
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
砂
押
川
の
旧
流
路
、
及
び
こ
の

河
川
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
微
高
地
や
後
背
湿
地
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
本
遺
跡
東
部
の
浮
島
地
区
に
は
五
つ
の
独
立
し
た
小
丘
陵

が
点
在
し
、
ま
さ
に
海
に
浮
か
ぶ
島
の
よ
う
な
景
観
を
呈
し
て
い
る
。

第
二
章　

多
賀
城
南
面
の
方
格
地
割
に
つ
い
て

　

市
川
橋
遺
跡
北
方
の
丘
陵
部
に
位
置
す
る
多
賀
城
は
大
野
東
人
に
よ

り
養
老
五
・
六
年
（
七
二
一
・
七
二
二
）
頃
に
造
営
が
開
始
さ
れ
（
１
）
、

神
亀
元
年
（
七
二
四
）
に
完
成
し
た
陸
奥
国
府
で
あ
る
。
市
川
橋
遺
跡

は
こ
の
多
賀
城
の
南
面
に
広
が
る
遺
跡
で
、
西
に
隣
接
す
る
山
王
遺
跡



2

と
と
も
に
多
賀
城
に
付
属
す
る
方
格
地
割
を
確
認
し
て
い
る
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。

　

方
格
地
割
は
、
二
つ
の
基
準
線
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
多
賀
城
政

庁
と
政
庁
南
門
を
結
ぶ
政
庁
中
軸
線
で
あ
り
、
南
北
大
路
を
は
じ
め
と
し
た
南
北
道
路
は

お
お
よ
そ
こ
れ
を
基
準
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
方
向
は
北
で
一
度
〇
四
分
東
に
偏
す
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
外
郭
南
辺
築
地
で
東
西
大
路
を
は
じ
め
と
し
た
東
西
道
路
は
こ
れ
を
基

準
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
方
向
は
東
で
七
か
ら
八
度
南
に
偏
す
る
。
道
路
の
名
称
は
、
当

時
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
主
要
道
路
を
そ
れ
ぞ
れ
南
北

大
路
・
東
西
大
路
と
し
、
そ
れ
ら
に
近
い
も
の
か
ら
順
に
南
北
道
路
は
西
１
・
西
２
…
、

東
１
・
東
２
…
、
東
西
道
路
は
北
１
・
北
２
…
、
南
１
・
南
２
…
と
し
て
い
る
。
各
道
路

の
年
代
を
検
討
す
る
と
、
全
て
の
道
路
が
一
斉
に
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
段
階
的
に

つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
現
在
で
は
次
の
Ⅰ
～
Ⅳ
期
の
四
時
期
に
区
分
し
て

い
る
（
第
２
図
）
（
２
）
。

　

Ⅰ
期
（
八
世
紀
後
葉
頃
）
内
陸
方
面
か
ら
多
賀
城
へ
至
る
幹
線
道
路
と
し
て
南
北
大
路

と
東
西
大
路
が
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
、
蛇
行
し
て
い
た
河
川
が
政
庁
中
軸
線
上
を
通
る
よ

う
に
改
修
さ
れ
る
。
そ
の
両
岸
に
は
西
０
・
東
０
道
路
が
つ
く
ら
れ
る
な
ど
、
水
陸
両
交

通
路
の
整
備
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
年
代
に
つ
い
て
は
、
南
北
大
路
が
政
庁
第
Ⅱ
期

頃
ま
で
遡
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
３
）

も
の
の
、
こ
こ
で
は
水
陸
両
交
通
路
の

整
備
・
完
成
を
ま
ち
並
み
の
始
ま
り
と
考
え
、
改
修
さ
れ
た
河
川
の
出
土
遺
物
か
ら
八
世

紀
後
葉
頃
と
考
え
た
い
。

　

Ⅱ
期
（
九
世
紀
前
葉
頃
）　

方
格
地
割
が
形
成
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
り
、
小
路
は
こ

の
時
期
か
ら
Ⅲ
期
に
か
け
て
段
階
的
に
整
備
さ
れ
て
い
く
。
た
だ
し
、
一
斉
に
整
備
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
地
割
の
成
立
が
九
世
紀
後
半
頃
に
な
る
箇
所
も
あ
る
。
東
西
大
路
沿

い
に
は
い
わ
ゆ
る
「
国
司
館
」
（
４
）

が
設
け
ら
れ
る
。
一
方
、
南
北
・
東
西
大
路
交
差
点
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北
側
隣
接
地
で
は
大
規
模
な
建
物
が
整
然

と
配
置
さ
れ
る
な
ど
、
東
西
大
路
沿
い
の

居
住
空
間
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
区
域

と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
区

画
内
の
建
物
や
道
路
側
溝
及
び
路
面
は
、

九
世
紀
中
葉
頃
の
砂
層
や
多
量
の
土
器
片

を
含
む
黒
褐
色
層
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
一

時
荒
廃
し
て
い
た
様
子
が
確
認
で
き
る
。

（
５
）

　

Ⅲ
期
（
九
世
紀
中
・
後
葉
頃
）　

こ
れ

ま
で
道
路
が
つ
く
ら
れ
な
か
っ
た
地
区
に

も
道
路
が
つ
く
ら
れ
、
方
格
地
割
が
最
も

拡
大
す
る
時
期
で
あ
る
。
ま
た
、
大
型
建

物
に
つ
い
て
も
こ
の
頃
に
は
廃
絶
し
た
と

み
ら
れ
、
Ⅱ
期
段
階
と
は
利
用
形
態
が
変

化
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

南
北
大
路
東
側
の
北
１
道
路
以
北
で
は
九

世
紀
頃
の
南
北
道
路
一
条
と
、
十
世
紀
前

葉
か
ら
後
葉
頃
の
水
田
が
確
認
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
以
外
の
遺
構
は
ほ
と
ん
ど
認

め
ら
れ
な
い
。
地
形
が
周
囲
よ
り
も
低
く
、

東
側
に
は
湿
地
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

居
住
空
間
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
地
区
と
考
え
ら
れ
る
。
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Ⅳ
期
（
十
世
紀
前
葉
以
降
）
ほ
ぼ
前
段
階
の
地
割
を
踏
襲
す
る
が
、
方
格
地
割
の
縁
辺

部
の
北
２
道
路
・
東
３
道
路
、
西
６
道
路
の
北
２
道
路
以
北
、
南
１
道
路
の
東
１
道
路
以

東
は
廃
絶
す
る
。
東
西
大
路
沿
い
の
北
１
西
７
区
で
は
「
国
守
館
」（
６
）
が
営
ま
れ
る
。
ま
た
、

東
０
道
路
と
東
１
道
路
間
に
あ
る
南
１
道
路
の
大
規
模
改
修
が
行
わ
れ
、
北
側
に
四
か
ら

五
ｍ
移
動
す
る
。
そ
の
結
果
、
南
側
の
区
画
は
広
い
面
積
が
と
ら
れ
、
こ
こ
に
四
面
庇
付

建
物
を
中
心
と
す
る
建
物
群
が
成
立
す
る
。
南
北
・
東
西
大
路
交
差
点
北
東
側
で
は
、
建

物
や
遺
物
が
集
中
す
る
地
区
も
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
最
も
新
し
い
時
期
の
南
北
大
路
の

側
溝
最
上
層
か
ら
十
一
世
紀
前
半
頃
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。

第
三
章　

第
七
十
二
次
調
査
の
概
要
と
漆
紙
文
書
出
土
遺
構
（
Ｓ
Ｘ
三
四
〇
〇
）
に
つ
い
て

　

市
川
橋
遺
跡
第
七
十
二
次
調
査
、
及
び
十
六
号
漆
紙
文
書
の
出
土
遺
構
に
つ
い
て
は
、

既
に
報
告
書
を
刊
行
し
て
い
る
（
７
）

こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
調
査
の
概
略
と
漆
紙
文
書

を
出
土
し
た
Ｓ
Ｘ
三
四
〇
〇
に
つ
い
て
記
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
第
五
章
で
後
述
す
る

よ
う
に
、
漆
紙
文
書
の
年
代
は
、
共
伴
し
て
出
土
し
た
遺
物
の
年
代
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、

出
土
遺
物
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
若
干
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　

市
川
橋
遺
跡
第
七
十
二
次
調
査
は
、
多
賀
城
南
面
に
広
が
る
方
格
地
割
の
北
２
西
２
区

（
北
１
道
路
の
北
、
西
１
道
路
の
西
）
内
の
中
央
や
や
南
に
位
置
す
る
（
第
３
図
）
。
調
査

の
結
果
、
３
つ
の
遺
構
検
出
面
（
Ⅳ
１
・
Ⅳ
２
・
Ⅴ
層
上
面
）
を
確
認
し
た
。
灰
白
色
火

山
灰
を
含
む
Ⅲ
層
と
の
関
係
や
重
複
関
係
を
も
と
に
整
理
す
る
と
第
４
図
の
よ
う
に
な

る
。
は
じ
め
に
本
調
査
で
発
見
し
た
遺
構
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
方
格
地
割
の
変
遷
（
Ⅰ

～
Ⅳ
期
）
に
従
い
概
観
し
て
い
く
。

　

Ⅱ
期
以
前
に
つ
い
て
は
、
小
溝
群
が
確
認
で
き
る
が
、
年
代
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
Ⅱ

〜
Ⅲ
期
に
は
掘
立
柱
建
物
跡
が
確
認
さ
れ
る
。
漆
紙
文
書
が
発
見
さ
れ
た
Ｓ
Ｘ
三
四
〇
〇

は
Ⅲ
期
に
あ
た
り
、
重
複
関
係
が
わ
か
る
も

の
で
は
Ⅲ
期
の
う
ち
で
も
最
も
新
し
い
。
Ⅳ

期
は
小
溝
が
確
認
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
小

溝
や
Ⅲ
層
か
ら
の
出
土
遺
物
も
少
な
く
、
ま

た
須
恵
系
土
器
も
全
く
出
土
し
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
居
住
域
と
し
て
の
土
地
利
用
が
さ

れ
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

漆
紙
文
書
が
出
土
し
た
Ｓ
Ｘ
三
四
〇
〇

は
、
調
査
区
南
側
の
Ⅳ1

層
上
面
で
発
見

し
た
浅
い
窪
み
で
あ
る
。
重
複
関
係
か

ら
、
Ｓ
Ｂ
三
三
九
七
掘
立
柱
建
物
跡
、
Ｓ

Ａ
三
四
〇
二
柱
列
跡
、
Ｓ
Ｘ
三
四
一
五
よ

り
新
し
く
、
灰
白
色
火
山
灰
を
含
む
Ｓ
Ｄ

三
三
九
四
・
三
三
九
五
よ
り
古
い
。
平
面
形

は
不
整
形
で
、
規
模
は
東
西
六
ｍ
五
〇
㎝
、

南
北
四
ｍ
六
〇
㎝
、深
さ
二
〇
㎝
で
あ
る
（
第

５
図
）
。

　

年
代
に
つ
い
て
は
、
土
師
器
杯
を
中
心
に

多
く
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
手
が
か
り
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
第
６
図
）
。
今
回
出
土
し
た
土
師
器
杯
と
九

世
紀
後
半
頃
の
多
賀
城
跡
鴻
の
池
第
十
層
出

土
土
器
（
８
）

と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
器

形
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
共
通
す
る
も
の
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の
、
本
資
料
に
は
、
よ
り
底
径
が
小
さ
い
も
の
を
含
む
こ
と
と
、
Ｂ
Ⅴ
類
の
占
め
る
割
合

が
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
本
資
料
が
多
賀
城
跡
鴻
の
池
第
十
層
出
土
土
器
よ

り
新
し
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
十
世
紀
前
葉
頃
に
降
下
し
た
灰
白
色
火
山

灰
に
覆
わ
れ
、
こ
の
頃
出
現
す
る
須
恵
系
土
器
も
出
土
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
十
世
紀

ま
で
降
ら
ず
、
九
世
紀
代
に
お
さ
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
Ｓ
Ｘ
三
四
〇
〇

の
年
代
は
、
九
世
紀
後
半
で
も
や
や
新
し
い
頃
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。

　

次
に
出
土
遺
物
か
ら
Ｓ
Ｘ
三
四
〇
〇
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
。
漆
に
関
わ
る
遺
物
は
、

漆
紙
文
書
の
他
、
漆
付
着
の
土
師
器
杯
が
二
点
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
に
着
目
す
れ
ば
Ｓ

Ｘ
三
四
〇
〇
の
性
格
と
し
て
漆
工
房
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
本
調
査
区
の
近

隣
で
漆
塗
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
作
業
場
が
い
わ
ゆ
る
工

房
で
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
漆
に
関
わ
る
遺
物
も
三
点
と
少
な
く
、
北
２
西
２
区

内
で
の
調
査
に
お
い
て
も
漆
紙
文
書
は
出
土
し
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
勘
案
し
、
Ｓ

Ｘ
三
四
〇
〇
が
漆
工
房
に
直
接
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
判
断
は
保
留
と
し
て
お
き
た

い
。
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第
四
章　

第
十
六
号
漆
紙
文
書
の
調
査
・
整
理
過
程

　

調
査
は
、
大
き
く
三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
段
階
は
現
地
で
の
発
見
か
ら
取

り
上
げ
ま
で
の
作
業
、
第
二
段
階
は
室
内
で
行
っ
た
精
査
と
断
簡
の
取
り
上
げ
作
業
、
第

三
段
階
は
断
簡
配
置
の
復
元
作
業
で
あ
る
。
以
下
、
各
段
階
ご
と
に
説
明
す
る
。

　　

１　

漆
紙
文
書
の
出
土
状
況
と
現
地
で
の
調
査
経
過

　

第
十
六
号
漆
紙
文
書
は
平
成
二
〇
年
六
月
二
八
日
に
、
Ｓ
Ｘ
三
四
〇
〇
の
埋
土
を
掘
り

下
げ
て
い
る
時
に
、
底
面
付
近
か
ら
出
土
し
た
。
は
じ
め
に
土
師
器
杯
に
覆
い
被
さ
る
断

簡
（
後
に
Ⅲ
断
簡
と
す
る
）
を
確
認
し
、
次
い
で
半
円
形
を
呈
す
る
断
簡
（
後
に
Ⅰ
断
簡

と
す
る
）
を
発
見
し
た
（
９
）
。

　

確
認
し
た
漆
紙
の
出
土
状
況
を
み
る
と
、
平
面
形
が
円
形
で
、
ま
た
折
り
込
ま
れ
た
形

跡
も
な
い
こ
と
か
ら
、
漆
紙
文
書
の
原
形
（
10
）

が
保
た
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
た
。
以
上
に
よ
り
、
取
上
作
業
に
先
立
ち
、
詳
細
な
出
土
状
況
の
記
録
を
作
成
す

る
必
要
が
生
じ
た
。
加
え
て
降
雨
に
よ
る
水
没
や
発
掘
用
シ
ー
ト
と
の
摩
擦
等
に
よ
る
劣

化
・
損
傷
の
恐
れ
も
あ
り
、
同
日
中
に
取
上
げ
る
必
要
も
あ
っ
た
。
し
か
し
発
見
時
は
既

に
夕
刻
で
あ
り
、
記
録
か
ら
取
り
上
げ
ま
で
の
作
業
を
同
日
中
に
完
了
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
漆
紙
の
周
囲
の
土
ご
と
取
り
上
げ
、
以
後
の
作
業
は
室
内
で
行
う

こ
と
と
し
た
。
取
り
上
げ
作
業
は
、
遺
構
切
り
取
り
作
業
と
ほ
ぼ
同
じ
手
順
を
と
っ
た
。

た
だ
し
、
急
を
要
し
た
作
業
の
た
め
、
手
配
で
き
る
道
具
に
限
り
が
あ
り
、
多
く
は
代
用

品
で
行
っ
た
。
以
下
、
記
録
作
成
か
ら
取
り
上
げ
ま
で
の
手
順
を
示
す
（
第
７
図
）
。

枠をつくる（手順③）フィルムで漆紙文書を保護す
る。（手順④）

枠をはめる。（手順⑤）砂で覆い（手順⑤）、金属板
で切り離す。（手順⑥）

　

①　

現
地
で
の
記
録
作
成
と
し
て
、
６
×
７
判
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
（
使
用
レ
ン
ズ:

　
　

M
A
M
I
Y
A
-
S
E
K
O
R
	
C
	

90
㎜
）
で
の
撮
影
を
行
う
。
こ
の
際
、
位
置
を
復
元
で
き
る
よ

　
　

う
に
、
俯
瞰
撮
影
時
に
日
本
測
地
系
の
座
標
を
割
り
出
し
た
釘
を
４
本
写
し
込
ん
で

　
　

行
う
。
あ
わ
せ
て
Ｓ
Ｘ
三
四
〇
〇
の
中
で
の
位
置
関
係
が
わ
か
る
よ
う
に
東
側
か
ら

　
　

撮
影
す
る
。

　

②　

漆
紙
を
中
心
に
し
て
縦
×
横
が
そ
れ
ぞ
れ
約
60
㎝
の
正
方
形
の
範
囲
を
定
め
、
こ

　
　

れ
の
周
囲
を
掘
り
下
げ
る
。

　

③　

①
の
範
囲
に
合
わ
せ
た
枠
を
展
示
用
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
ボ
ー
ド
で
つ
く
る
。

　

④　

食
品
用
ラ
ッ
プ
フ
ィ
ル
ム
で
、
文
書
表
面
と
周
囲
の
土
を
覆
う
。

　

⑤　

製
作
し
た
枠
を
は
め
、
上
か
ら
砂
（
11
）

で
覆
う
。

　

⑥　

枠
の
下
か
ら
金
属
板
や
ス
コ
ッ
プ
等
を
押
し
込
み
、
切
り
離
す
。

第７図　取り上げ作業風景
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作
業
の
結
果
、
土
に
亀
裂
が
入
っ
た
も
の
の
、
漆
紙
は
お
お
む
ね
原
位
置
を
と
ど
め
た

ま
ま
、
損
傷
す
る
こ
と
な
く
取
り
上
げ
る
事
が
で
き
た
。　
　
　
　
　

（
村
松　

稔
）

　

２　

漆
紙
文
書
整
理
作
業
の
工
程

　

以
下
に
、
室
内
で
の
作
業
工
程
に
つ
い
て
記
す
。

　

①　

再
検
出
作
業　

室
内
で
は
第
一
に
未
検
出
断
簡
の
存
否
確
認
の
た
め
再
検
出
作
業

を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
半
円
形
を
呈
す
る
断
簡
（
後
に
Ⅰ
断
簡
と
す
る
）
と
土
師
器
杯

に
覆
い
被
さ
る
破
片
群
（
後
に
Ⅲ
断
簡
と
す
る
）
と
の
間
か
ら
ま
と
ま
っ
た
破
片
群
が
出

土
し
、
ま
た
周
辺
部
か
ら
も
多
数
の
破
片
が
出
土
し
た
。
お
お
よ
そ
全
破
片
を
検
出
し
た

と
判
断
し
た
段
階
で
全
体
及
び
各
部
の
出
土
状
況
の
記
録
写
真
撮
影
（
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
。

以
後
、
整
理
作
業
段
階
の
写
真
撮
影
は
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
行
っ
て
い
る
。
）
を
行
う
（
巻

末
図
版
３
）
。

　

②　

出
土
状
況
の
実
測　

取
り
上
げ
作
業
に
先
立
ち
出
土
状
況
実
測
図
を
作
成
し
た
。

出
土
状
況
の
全
体
写
真
を
用
い
た
写
真
実
測
（
デ
ジ
タ
ル
実
測　

A
d
o
b
e
	
I
l
l
u
s
t
r
a
t
o
r

を
使
用
。
以
下
同
。
）
で
作
図
し
た
。
こ
れ
は
文
書
断
簡
の
配
置
復
元
資
料
と
し
て
作
図

し
た
も
の
だ
が
、
取
り
上
げ
作
業
で
の
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
作
業
に
も
用
い
た
。

　

③　

取
上
・
洗
浄　

各
断
簡
に
番
号
を
振
り
な
が
ら
取
上
作
業
を
行
う
。
破
片
（
群
）

毎
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
番
号
（
Ａ
～
Ｊ
）
を
ふ
り
、
先
に
作
成
し
た
出
土
状
況
図
に
記
入

す
る
（
第
８
図
）
。
ま
た
現
状
観
察
で
き
る
亀
裂
等
か
ら
取
り
上
げ
段
階
で
分
割
さ
れ
る

可
能
性
が
高
い
も
の
は
、
こ
の
段
階
で
枝
番
号
を
ふ
り
（
例
Ａ
‐
１
）
、
亀
裂
状
況
等
と

と
も
に
出
土
状
況
図
に
記
入
す
る
。

　

以
上
の
事
前
準
備
の
後
、
取
上
作
業
を
行
う
。
破
片
群
毎
に
取
上
作
業
を
行
う
が
、
取

上
直
後
に
配
置
・
接
合
関
係
の
記
録
写
真
撮
影
を
行
い
、
そ
の
後
に
洗
浄
作
業
に
入
る
。

洗
浄
後
に
は
洗
浄
中
に
剥
落
・
分
割

し
た
破
片
等
の
配
置
・
接
合
関
係
の

記
録
写
真
撮
影
を
行
う
。
な
お
取
上

中
や
洗
浄
中
に
分
割
し
た
破
片
は
更

に
枝
番
号
（
例
Ａ
‐
１
‐
１
、
Ａ
‐

１
‐
２
）
を
ふ
り
、
出
土
状
況
図
に

形
状
と
と
も
に
記
入
す
る
。

　

④　

接
合
・
外
形
実
測　

赤
外
線

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
墨
痕
の
確
認
を
行

い
つ
つ
、
破
片
接
合
作
業
を
行
う
。

な
お
、
接
合
作
業
の
結
果
を
ふ
ま
え

て
断
簡
毎
に
番
号
を
ふ
り
直
し
た
（
Ⅰ

断
簡
・
文
書
袖
側
の
半
円
形
の
断
簡
、

Ⅱ
断
簡
・
文
書
中
央
の
地
部
の
断
簡
、

Ⅲ
断
簡
・
文
書
奥
側
の
断
簡
、
以
後

こ
の
名
称
を
使
用
）
（
12
）
。

　

本
漆
紙
は
残
存
状
況
が
部
位
に
よ

り
一
定
せ
ず
、
場
所
に
よ
っ
て
は
残

存
状
況
が
非
常
に
悪
い
た
め
、
よ
り

資
料
の
損
壊
の
危
険
が
少
な
い
、
写

真
実
測
と
い
う
手
法
を
用
い
た
。
な

お
縮
尺
や
歪
み
の
補
正
を
容
易
に
す

る
た
め
、
方
眼
紙
の
上
に
資
料
を
置

き
、
俯
瞰
で
撮
影
し
た
。
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以
上
の
過
程
を
経
て
、
赤
外
線
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
の
墨
痕
確
認

や
墨
痕
実
測
図
（
巻
末
図
版
13
）
の
作
成
、
各
断
簡
の
配
置
復
元

等
を
行
っ
た
。
残
存
状
況
が
比
較
的
良
好
な
部
分
で
は
肉
眼
で
も

墨
痕
を
確
認
で
き
る
が
（
巻
末
図
版
６
）
、
よ
り
良
好
に
確
認
で

き
る
赤
外
線
カ
メ
ラ
で
初
段
階
の
墨
痕
検
討
を
行
い
、
最
終
的
な

実
測
図
は
赤
外
線
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
写
真
（
巻
末
図

版
８
・
９
・
10
～
12
）
）
か
ら
作
成
し
た
。

　

３　

断
簡
配
置
の
復
元
と
界
線

　

第
10
図
は
本
文
書
の
断
簡
配
置
の
復
元
図
で
あ
る
。
本
文
書
の

断
簡
配
置
復
元
は
、
出
土
状
況
、
文
書
様
式
、
界
線
の
三
点
を
根

拠
と
し
て
行
っ
て
い
る
。
出
土
状
況
か
ら
は
、
Ⅰ
～
Ⅲ
断
簡
の
大

ま
か
な
配
置
を
行
う
。
ま
た
Ⅱ
・
Ⅲ
断
簡
が
非
常
に
近
接
し
た
状

況
も
確
認
し
て
お
り
（
第
８
・
９
図
）
、
両
断
簡
が
一
括
し
て
土
中

で
残
存
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

各
断
簡
の
よ
り
詳
細
な
配
置
は
、
界
線
を
根
拠
に
行
っ
た
。
そ

こ
で
先
ず
は
本
文
書
で
確
認
さ
れ
た
界
線
に
つ
い
て
述
べ
て
い

く
。
本
文
書
で
確
認
さ
れ
た
界
線
は
、
文
書
正
面
（
漆
紙
の
オ
モ

テ
面
）
で
山
折
に
折
ら
れ
た
縦
の
折
界
線
で
あ
る
。
界
線
幅
は
ほ

ぼ
一
定
し
て
い
る
も
の
の
、
文
書
奥
側
へ
行
く
に
従
い
若
干
広
が

り
、
文
書
袖
側
が
よ
り
明
瞭
で
奥
に
い
く
に
従
い
不
鮮
明
に
な
っ

て
い
く
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
（
第
11
図
）
。
以
上
の
現
状
観
察
か

ら
本
文
書
に
お
け
る
折
界
線
は
文
書
料
紙
を
一
度
筒
状
に
丸
め
、
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そ
れ
を
押
し
つ
ぶ
す
形
で
つ
け
ら
れ
た
か
、
も
し
く
は
初
め
の
折
幅
に
合
わ
せ
る
形
で
折

り
重
ね
て
い
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

次
に
界
線
幅
に
注
目
す
る
と
、
平
均
値
で
約
20
㎜
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
図
書
寮
式
24

装
潢
条
（
13
）

で
は
縦
界
線
の
料
紙
と
し
て
二
種
類
規
定
す
る
。
一
つ
は
麁
闌
界
で
界
線

二
十
七
行
（
文
字
行
二
十
八
行
分
）
、
界
長
七
寸
二
分
（2

1
4
.
2
m
m

）
、
広
七
分
（2

0
.
8
m
m

）

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
注
闌
界
で
界
線
二
十
四
行
（
文
字
列
二
十
五
行
分
）
、
界
長
七
寸

二
分
（2

1
4
.
2
m
m

）
、
広
八
分
（2

3
.
8
m
m

）
で
あ
る
。
本
文
書
は
界
線
幅
か
ら
見
る
と
麁
闌

界
の
規
格
に
近
似
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
本
文
書
の
折
界
線
形
成
法
に
つ
い
て
再
度

考
察
を
加
え
れ
ば
次
の
よ
う
な
結
論
を
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
度
筒
状
に
丸
め
て
押

し
つ
ぶ
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
料
紙
を
巻
き
つ
け
る
麁
闌
界
規
格
の
棒
状
の
物
（
円
周
が

4
1
.
6
m
m
=
2
0
.
8
m
m

×2

）
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
対
し
て
折
り
込
ん
で
い
く
方
法
で

あ
れ
ば
、
始
め
の
折
幅
を
七
分
と
し
て
、
こ
れ
を
基
準
に
折
り
重
ね
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

本
文
書
の
折
界
線
作
成
法
が
こ
の
両
者
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
後
者
の
技
法
の
方
が
簡
便
に
麁
闌
界
の
折
界
線
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
基
礎
的
な
観
察
結
果
を
も
と
に
断
簡
の
配
置
の
復
元
を
行
っ
た
の
だ
が
、
断
簡

配
置
に
先
立
ち
界
線
を
良
好
に
確
認
で
き
る
Ⅰ
断
簡
を
基
に
推
定
界
線
の
復
元
を
行
い
、

次
い
で
出
土
状
況
に
基
づ
い
て
各
断
簡
で
確
認
し
て
い
る
界
線
を
推
定
界
線
上
に
配
置
し

て
い
く
と
い
う
方
法
で
行
っ
た
。
但
し
、
こ
の
方
法
は
左
右
方
向
に
関
し
て
は
確
定
で
き

る
が
、
上
下
方
向
に
関
し
て
は
厳
密
性
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
。

	

こ
の
復
元
は
文
書
様
式
か
ら
も
是
認
さ
れ
る
。
本
文
書
は
書
止
文
言
に
「
申
上
謹
解
」（
Ⅰ

断
簡
）
と
あ
る
こ
と
等
か
ら
公
式
令
（
14
）

に
定
め
る
解
の
様
式
の
文
書
で
あ
る
（
本
報

告
第
五
章
、
平
川
・
武
井
執
筆
）
。
Ⅰ
断
簡
で
は
最
左
行
に
文
字
を
確
認
し
て
い
な
い
が
、

そ
の
右
行
「
申
上
謹
解
」
と
い
う
書
止
文
言
を
確
認
で
き
る
か
ら
、
こ
の
最
左
行
に
は
日

付
の
記
載
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
日
付
記
載
の
下
部
に
は
日
下
署
名
が
な
さ
れ
る

が
、
Ⅱ
断
簡
の
再
右
行
の
「
権
大
目　
　

朝
臣
『
安
□
』
」
の
副
署
が
こ
の
日
下
署
名
に
当
る
。

こ
れ
が
日
下
署
名
で
あ
る
こ
と
の
論
拠
は
、
同
じ
く
Ⅱ
断
簡
の
四
行
目
に
「
行
大
目
大
神

朝
□
」
の
副
署
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
権
官
の
「
権
大
目　
　

朝
臣
安
『
□
』
」

の
副
署
は
日
下
署
名
で
な
い
限
り
、
正
官
の
「
行
大
目
大
神
朝
□
」
の
左
行
に
位
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
Ⅰ
断
簡
の
最
左
行
（
墨
痕
未
確
認
）
と
Ⅱ
断
簡

の
最
右
行
は
同
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
Ⅱ
断
簡
と
Ⅲ
断
簡
と
の
関
係
も
文
書
様
式
上
問
題
は
な
い
。
Ⅲ
断
簡
の
副
署
「
従

七
□
」
は
官
位
相
当
上
、
少
掾
（
相
当
官
位
は
従
七
位
上
）
に
相
当
す
る
が
、
墨
痕
は
確

認
し
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
下
に
官
位
不
相
当
を
示
す
「
行
」
が
存
在
す
れ
ば
、
少
掾

よ
り
も
下
位
の
官
職
、
す
な
わ
ち
大
目
・
少
目
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

加
え
て
大
目
の
定
員
は
養
老
職
員
令
大
国
条
で
一
人
と
規
定
（
15
）

し
、
大
目
の
副
署
は

Ⅱ
断
簡
最
左
行
に
存
在
す
る
か
ら
、
こ
の
「
縦
七
口
」
の
副
署
は
残
る
少
目
の
も
の
と
な

る
。
出
土
状
況
、
及
び
界
線
か
ら
復
元
し
た
断
簡
配
置
で
は
「
行
大
目
大
神
朝
□
」
の
副

署
の
次
行
に
こ
の
少
目
の
副
署
が
配
置
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
解
式
の
書
式
上
、
四
等
官
制

の
原
則
上
か
ら
見
て
も
整
合
的
で
あ
る
。

　

な
お
、
未
接
合
破
片
の
中
で
も
墨
痕
を
確
認
で
き
る
も
の
が
数
点
あ
り
、
そ
の
中
で
も

文
字
と
し
て
判
読
で
き
る
破
片
が
二
点
あ
る
。
一
つ
は
「
正
七
」
で
あ
り
、
文
字
の
大
き

さ
が
本
文
部
分
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
や
、
位
階
の
記
載
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、

厳
密
な
場
所
は
復
元
で
き
な
い
も
の
の
、
朝
集
使
の
位
階
記
載
部
分
に
相
当
す
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
も
う
一
点
は
「
隂
」
で
あ
り
、
文
字
の
大
き
さ
か
ら
副
署
部
分
の
文
字
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。

　

以
上
、
本
漆
紙
文
書
断
簡
の
復
元
法
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
。
考
古
資
料
的
復
元
と

文
献
史
料
的
復
元
の
両
者
の
側
面
か
ら
の
検
討
を
加
え
、
か
つ
両
者
矛
盾
し
な
い
結
果
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
鈴
木
琢
郎
）
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註
（
１
）　

平
川
南
「
多
賀
城
の
創
建
年
代　

―
木
簡
の
検
討
を
中
心
と
し
て
―
」
（
『
国
立
歴

　
　

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
五
〇
、
一
九
九
三
年
）
。

（
２
）　

鈴
木
孝
行
「
多
賀
城
外
の
方
格
地
割
」
（
『
第
三
十
二
回　

古
代
城
柵
官
衙
遺
跡
検

討
会　

―
資
料
集
―
』
古
代
城
柵
官
衙
遺
跡
検
討
会
、
二
〇
〇
六
年
）
、
同
「
多
賀

城
方
格
地
割
の
調
査
」
（
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
六
〇
四
、
二
〇
一
〇
年
）
。
ま

た
近
年
の
発
掘
調
査
か
ら
、
方
格
地
割
の
形
成
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
新
知
見
を

得
た
。
す
な
わ
ち
山
王
遺
跡
第
六
十
次
調
査
（
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第

九
十
四
集
『
山
王
遺
跡　

―
第
六
〇
・
六
四
次
調
査
報
告
書
―
』
二
〇
〇
八
年
）
で

は
灰
白
色
火
山
灰
降
下
以
降
に
機
能
し
た
と
思
わ
れ
る
道
路
跡
（
Ｓ
Ｘ
一
三
三
三
）

が
確
認
さ
れ
、
十
世
紀
前
葉
以
降
に
お
け
る
方
格
地
割
の
縁
辺
部
の
土
地
利
用
の
一

端
が
明
ら
か
と
な
り
、
ま
た
山
王
遺
跡
第
六
十
六
次
調
査
（
多
賀
城
市
文
化
財
調
査

報
告
書
第
一
〇
〇
集
『
山
王
遺
跡
―
第
六
六
・
六
八
次
調
査
報
告
書
―
』
二
〇
一
〇

年
）
で
は
、
西
部
の
北
１
道
路
（
Ｓ
Ｘ
一
四
〇
七　

西
７
―
８
道
路
間
）
の
造
営
年

代
が
九
世
紀
後
半
ま
で
下
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
３
）　

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
二
〇
〇
八

　
　

年　

多
賀
城
跡
』
（
二
〇
〇
九
年
）
は
造
営
の
上
限
を
天
平
十
七
（
七
四
五
）
年
、

　
　

存
続
の
下
限
を
宝
亀
十
一
（
七
八
〇
）
年
と
す
る
。
鈴
木
琢
郎
「
多
賀
城
の
大
路
造

　
　

営
」
（
『
福
大
史
学
』
八
一
、
二
〇
一
〇
年
）
は
平
城
京
段
階
の
造
営
で
あ
り
、
天
平

　
　

宝
字
六
（
七
六
二
）
年
の
藤
原
朝
獦
の
多
賀
城
修
造
と
一
体
的
な
事
業
と
す
る
。

（
４
）　

宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
七
一
集
『
山
王
遺
跡
Ⅳ
─
多
賀
前
地
区
考
察
編

　
　

─
（
一
九
九
六
年
）

（
５
）
『
日
本
三
代
実
録
』　

貞
観
十
一
年
五
月
二
十
六
日
癸
未
条
の
記
事
に
あ
る
陸
奥
国

　
　

大
地
震
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

（
６
）
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
十
六
集
『
山
王
遺
跡
─
第
九
次
発
掘
調
査
報

　
　

告
書
─
』
（
一
九
九
一
年
）
。

（
７
）　

多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
十
五
集
『
多
賀
城
市
内
の
遺
跡
２　

―
平
成

　
　

二
〇
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
―
』
（
二
〇
〇
九
年
）
。

（
８
）
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
九
一
』

　
　

（
一
九
九
二
年
）
。

（
９
）　

室
内
作
業
段
階
で
発
見
し
た
Ⅱ
断
簡
は
、
Ⅰ
・
Ⅱ
断
簡
と
比
べ
て
わ
ず
か
に
深
い

　
　

位
置
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
現
地
で
の
発
掘
調
査
で
は
確
認
で
き
ず
、
室
内
作
業
中

　
　

に
発
見
し
た
。
ま
た
、
発
掘
調
査
時
に
お
い
て
本
文
書
の
確
認
作
業
時
に
や
む
を
得

　
　

ず
取
り
上
げ
ら
れ
た
破
片
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
出
土
位
置
を
記
録
し
て
い
な
い
が
、

　
　

室
内
で
取
り
上
げ
た
も
の
に
つ
い
て
は
出
土
位
置
を
記
録
し
て
い
る
。

（
10
）　

漆
紙
文
書
の
基
礎
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
、
平
川
南
「
漆
紙
文
書
に
関
す
る
基
礎

　
　

的
研
究
」
（　

『
漆
紙
文
書
の
研
究
』　

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。

（
11
）　

発
泡
ウ
レ
タ
ン
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
用
意
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
調

　
　

査
区
の
表
土
（
Ⅰ
層
）
を
用
い
た
。

（
12
）　

取
上
げ
段
階
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
番
号
と
破
片
接
合
後
の
断
簡
番
号
の
対
応
を
以

　
　

下
に
記
す
。

　
　

Ⅰ
断
簡
…
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｉ
・
Ｊ
・
Ｍ　

Ⅱ
断
簡
…
Ｅ　

Ⅲ
断
簡
…
Ｆ
・
Ｇ

（
13
）　

『
延
喜
式
』
の
条
文
番
号
に
関
し
て
は
虎
尾
俊
哉
編
『
延
喜
式
』
上
（
集
英
社
、

　
　

二
〇
〇
〇
年
）
の
「
条
文
番
号
・
条
文
名
一
覧
」
に
よ
る
。

（
14
）　

日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
。

（
15
）　

養
老
令
施
行
後
、
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
、
加
減
諸
国

　
　

官
員
并
廃
置
事
、
延
暦
十
七
年
六
月
二
十
八
日
格
）
と
仁
寿
四
年
（
八
五
四
）
（
『
類

　
　

聚
三
代
格
』
巻
五
、
加
減
諸
国
官
員
并
廃
置
事
、
仁
寿
四
年
八
月
一
日
格
）
に
陸
奥

　
　

国
の
官
員
が
改
正
さ
れ
る
が
、
大
目
に
関
し
て
は
一
貫
し
て
定
員
一
人
で
あ
る
。
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第
五
章　

第
十
六
号
漆
紙
文
書
の
解
読
と
内
容
に
つ
い
て

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

　

１　

形
状

　　

本
漆
紙
は
、
出
土
時
の
遺
存
状
況
か
ら
、
三
分
の
一
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
比
較
的
良
好
な
状
態
で
遺
存
し
て
い
る
右
半
分
は
、
漆
桶
の
形
状
を
ほ
ぼ
伝
え

て
お
り
、
漆
桶
の
推
定
径
は
約
26
セ
ン
チ
で
あ
る
。
な
お
、
漆
液
の
付
着
は
桶
の
内
縁
に

接
す
る
部
分
に
比
較
的
厚
く
、
中
心
部
は
薄
い
。
そ
の
た
め
、
漆
紙
文
書
と
し
て
の
残
存

状
況
は
、
周
縁
（
右
側
）
と
中
央
の
一
部
の
墨
痕
が
比
較
的
良
好
で
あ
る
が
、
全
体
的
に

風
化
が
著
し
く
、
判
読
を
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
。
紙
の
オ
モ
テ
面
が
風
化
し
て
い
る

状
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
左
文
字
を
ま
っ
た
く
確
認
で
き
ず
、
さ
ら
に
赤
外
線
デ
ジ
タ
ル

第 12 図　第 16 号漆紙文書出土状況（真上から）

カ
メ
ラ
で
ウ
ラ
面
（
漆
面
）

を
観
察
し
て
も
文
字
は
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

ウ
ラ
面
の
二
次
文
書
利
用

は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ

る
。

　

な
お
、
出
土
後
、
釈
読

の
の
ち
に
断
片
配
置
の
復

原
等
を
再
検
討
し
た
が
、

現
段
階
に
お
い
て
も
い
ま

だ
原
位
置
を
確
定
で
き
な

い
小
断
片
が
数
片
あ
る
。

　

２　

釈
文
（
巻
末
図
版
９
～
14
）

※
「
馬
官
」
の
部
分
は
漆
桶
の
縁
に
あ
た
り
、
変
形
し
て
い
る
た
め
、
角
度
を
変
え
て
解

読
し
確
定
し
た
。

※
（　

）
内
は
一
行
目
を
事
書
と
し
た
場
合
の
推
定
文
書
。

※
「
仝
年
」
＝
「
同
年
」
。
「
仝
」
は
「
同
」
の
異
体
字
表
記
。

※　

①
～
⑥
は
署
名
部
分
の
行
数
を
示
す
。

　

３　

書
式

　　

下
級
官
司
か
ら
上
級
官
司
へ
上
申
す
る
解
式
文
書
は
、
書
き
留
め
文
言
を
「
謹
解
」
（
全

官
司
か
ら
太
政
官
に
上
申
す
る
場
合
）
、
ま
た
は
「
以
解
」
（
被
管
か
ら
所
管
に
上
申
す
る
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場
合
）
と
す
る
。
本
文
書
は
本
文

終
行
に
「
申
上
謹
解
」
と
み
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

解
文
と
み
な
さ
れ
、
お
そ
ら
く
陸
奥
国
司
か
ら
太
政
官
へ
の
上
申
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

書
式
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

初
に
上
申
す
る
官
司
名
と
解
の
字
を
書
く
。
そ
の
下
に
上
申
内
容
を
要
約
し
た
、
い

わ
ゆ
る
事
書
を
書
き
、
次
行
か
ら
上
申
内
容
の
詳
細
を
記
載
す
る
。
本
文
書
で
は
、
冒
頭

の
官
司
名
部
分
を
欠
く
も
の
の
、
他
の
行
に
比
べ
「
夙
夜
」
の
下
に
文
字
が
確
認
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
こ
の
行
が
事
書
部
分
の
一
部
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
上
申
す
る
国
司
の
四
等
官
は
す
べ
て
署
名
す
る
。
ま
ず
、
四
等
官
の
う
ち
で
文

書
作
成
を
職
掌
と
す
る
目
（
二
人
あ
る
場
合
は
上
位
者
）
が
文
章
を
作
り
、
年
月
日
の
下

（
日
下
）
に
署
名
を
す
る
。
そ
の
次
の
行
か
ら
他
の
四
等
官
を
上
下
二
段
に
分
け
て
書
き

上
げ
る
。
上
段
（
「
行
上
」
）
に
守
と
介
、
下
段
（
「
行
下
」
）
に
掾
と
目
を
書
く
。
本
文
書

は
、
出
土
時
の
状
況
か
ら
日
下
と
行
下
の
掾
以
下
の
署
名
部
分
が
残
存
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
文
書
の
本
文
お
よ
び
署
所
は
一
筆
で
あ
る
が
、
名
の
部
分
は
自
署
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
文
書
は
、
陸
奥
国
に
留
め
ら
れ
た
案
文
（
控
え
）
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実

際
に
提
出
さ
れ
た
正
文
で
は
な
い
も
の
で
も
、
太
政
官
へ
の
上
申
文
書
の
場
合
、
案
文
に

も
国
司
は
自
署
し
た
の
で
あ
る
。　

　

な
お
、
四
行
目
の
「
□
已
上
」
の
う
え
の
文
字
は
、
明
ら
か
に
行
の
右
に
寄
っ
て
い
る

が
、
割
書
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
誤
っ
た
文
字
を
擦
り
消
し
、
右
に
寄
せ
て
記
載
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
中
央
へ
提
出
し
た
正
文
で
は
な
く
、
国
司
解
案
な
ら
で
は
の
訂
正
行
為
と

い
え
よ
う
。　
　
　
　

　

４　

紙
の
貼
り
継
ぎ

　

本
紙
全
体
に
幅
約
2.0
セ
ン
チ
の
折
界
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
幅
二
セ
ン
チ
で
折

第 13 図　甲斐国司解（正倉院文書　正集　第十八巻）
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界
の
痕
跡
を
確
認
し
た
の
が
、
第
10
図
「
断
簡
配
置
復
元
と
界
線
」
で
あ
る
。
そ
の
際
に

右
端
近
く
の
折
界
状
の
線
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
位
置
は
漆
桶
の
縁
部
分
の
凸
面
を
考

慮
し
て
も
折
界
線
の
想
定
位
置
と
は
合
わ
な
い
。

　

こ
の
、
本
文
書
の
解
文
の
事
書
の
右
側
に
並
行
し
た
幅
0.6
～
0.7
セ
ン
チ
の
折
界
状
の
線

は
、
右
の
紙
が
上
に
な
る
重
な
り
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
文
書
の
状
況
は
、
す
で
に
筆
者

(

平
川)

が
多
賀
城
跡
漆
紙
文
書
の
分
析
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
解
明
し
て
い
る
（
『
漆

紙
文
書
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
。

	
	

こ
の
多
賀
城
の
漆
紙
文
書
の
場
合
、
四
紙
は
現
状
で
展
開
し
た
だ
け
で
も
約
三
六
×

四
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
に
な
る
。
こ
れ
は
、
漆
の
ふ
た
紙
と
し
て
一
紙
以
上
の
大
き

第 14 図　連貼された文書
　　　　【多賀城跡　第二・三・四・二四号文書】（四・二四号文書の釈文略）

さ
を
必
要
と
し
た
た
め
に
、
文
書
数
通
を
継
い
で
使
用
し
た
と
判
断
で
き
る
。
ふ
た
紙
と

し
て
用
い
た
時
の
継
目
は
、
現
状
の
ほ
ぼ
中
ほ
ど
、
第
二
・
三
号
文
書
と
第
四
・
二
四
号
文

書
と
の
間
の
幅
二
セ
ン
チ
ほ
ど
の
紙
の
重
な
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
・
三
号
文
書

の
上
に
第
四
・
二
四
号
文
書
を
貼
り
継
い
だ
形
と
な
っ
て
い
る
。
文
字
の
向
き
か
ら
い
え

ば
、
天
地
逆
方
向
に
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
第
二
号
文
書
と
第
三
号
文
書
は
、
第
二
号
文
書
を
上
に
し
て
幅
約
一
セ
ン

チ
の
重
な
り
を
も
っ
て
貼
り
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
第
四
号
文
書
の
裏
に
折

り
込
ま
れ
て
い
る
第
二
四
号
文
書
に
も
紙
の
貼
り
継
ぎ
部
分
が
残
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
状
態
か
ら
、
一
通
ご
と
の
文
書
を
連
貼
し
た
も
の
が
、
さ
ら
に
ふ
た
紙
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
と
き
に
上
下
逆
向
き
か
ら
重
ね
ら
れ
た
と
想
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
連
貼
は
文

書
作
成
前
の
所
作
で
は
な
く
、
作
成
さ
れ
た
文
書
を
整
理
段
階
で
一
通
ず
つ
連
貼
さ
せ
た

も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

文
書
の
連
貼
作
業
が
諸
官
庁
で
の
文
書
整
理
の
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
正
倉
院
文
書

で
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
東
野
治
之
氏
に
よ
っ
て
天
平
十
八
年
八
月
十
六

日
以
降
の
分
の
「
筆
帳
」
の
復
元
が
試
み
ら
れ
て
い
る
（
「
金
光
明
寺
写
経
所
に
お
け
る

反
故
文
書
の
利
用
に
つ
い
て
」
『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
七
七
年
）
。

　
　

「
筆
帳
」
の
原
形
を
う
か
が
う
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
続
々
修
三
四
帙
二
巻
で
あ
る
。

　

こ
の
巻
は
、
天
平
廿
年
四
月
廿
一
日
付
の
筆
墨
申
請
解
を
筆
頭
に
、
以
下
天
平
十
八
年

　

八
月
十
八
日
に
至
る
計
十
八
通
を
貼
り
継
い
だ
も
の
で
、
巻
尾
に
「
筆
帳
」
の
墨
書
を

　

も
つ
題
籤
付
き
の
軸
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
帳
簿
は
、
軸
の
あ
る
左
端
を
巻
首
と

　

し
て
、
普
通
と
は
逆
に
右
側
へ
巻
き
こ
ん
で
い
く
巻
子
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即

　

ち
こ
の
巻
子
に
連
貼
さ
れ
た
筆
墨
申
請
解
は
、
一
部
白
紙
を
挿
入
し
て
貼
り
継
い
だ
個
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所
を
除
く
と
、
例
外
な
く
右
側
の
紙
が
上
に
な
る
よ
う
貼
ら
れ
て
お
り
、
当
初
の
継
ぎ

　

方
が
保
た
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
文
書
の
日
付
は
軸
付
き
の
方
か
ら
順
に
新
し

　

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

初
に
軸
付
き
の
一
紙
が
あ
り
、
時
が
た
つ
に
つ
れ

　

て
順
次
新
し
い
案
文
が
そ
の
右
側
に
貼
り
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

こ
の
筆
墨
申
請
解
の
保
存
の
仕
方
は
、
右
側
の
紙
が
上
に
な
っ
て
貼
り
継
が
れ
て
い
る

な
ど
、
多
賀
城
跡
の
漆
紙
文
書
の
状
態
と
多
く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
文
書
も
、
全
く
同
様
の
連
貼
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
現
状
で
は
、
重
な
り
部
分
の
う
ち
右
端
の
線
の
方
が
鮮
明
で
あ
り
、
一
見
す
る
と

折
界
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は
右
上
の
文
書
の
左
端
に
は
漆
が
直
接
付
着
し
て
い

な
い
た
め
に
風
化
が
進
み
、
左
下
の
紙
の
右
端
の
線
の
ほ
う
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
右
上
と
な
っ
た
文
書
の
一
部
墨
痕
が
貼
り
継
ぎ
部
分
に
ま

で
確
認
で
き
る
。

　

５　

朝
集
使
と
官
舎
修
理
報
告

　

朝
集
使
は
、
正
税
帳
使
・
大
帳
使
・
貢
調
使
と
と
も
に
四
度
使
の
一
つ
で
あ
り
、
考
文

の
進
上
さ
れ
る
十
一
月
一
日
以
前
か
ら
翌
年
の
四
月
頃
ま
で
在
京
し
た
と
さ
れ
る
。
『
政

事
要
略
』
〈
巻
五
十
七
・
交
替
雑
事
（
雑
公
文
）
〉
に
よ
れ
ば
、「
正
倉
官
舎
池
溝
桑
漆
等
帳
」

な
ど
の
公
文
を
進
上
し
た
。

　

○	

『
政
事
要
略
』
〈
巻
五
十
七
・
交
替
雑
事
（
雑
公
文
）
〉

　

私
案
朝
集
公
文

　

神
社
帳　

祢
冝
祝
帳　
　

国
分
二
寺
資
財
帳　

読
経
帳　
　
　

僧
尼
帳
玄
蕃　

殖
木
帳　

　

主
計　

応
計
会
帳　

麦
畠
帳　

放
生
帳　

池
溝
帳　

官
舎
帳　

諸
郡
鋪
設
帳　

国
器
仗

　

帳　

公
私
船
帳　

郡
司
器
仗
帳　

駅
馬
帳　

駅
家
帳　

百
姓
牛
馬
帳

　　

本
文
書
に
は
、
「
朝
集
使
」
の
文
言
が
見
え
、
事
書
と
推
定
さ
れ
る
部
分
か
ら
馬
を
収

容
す
る
官
舎
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
内
容
と
判
断
さ
れ
る
。
本
文
は
、
そ
の
官
舎

を
某
年
六
月
一
日
か
ら
同
（
仝
）
年
七
月
卅
日
ま
で
の
二
ヶ
月
間
で
修
理
し
た
、
そ
の
修

理
は
兵
士
を
率
い
て
実
施
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
内
容
が
朝
集
使
に
よ
っ
て
中
央
に

進
上
さ
れ
た
、
と
い
う
内
容
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
文
書
は
、
次
の
交
替
式
の
内
容
に
ほ
ぼ
沿
う
も
の
で
あ
る
。

　

○
『
政
事
要
略
』
〈
巻
五
十
四
・
交
替
雑
事
（
修
理
官
舎
）
〉

　

交
替
式
云
、
勅
、
比
見
二

伊
勢
美
濃
等
国
所
一レ

奏
、
為
レ

風
被
レ

損
官
舎
数
多
。
非
二

但
毀

　

頽
一

亦
失
二

人
命
一

。
昔
不
レ

問
レ

馬
先
達
二

深
仁
一

。
今
以
傷
レ

人
。
朕
甚
悽
歎
。
如
レ

聞
、

　

国
司
等
朝
委
未
レ

称
、
私
利
早
著
。
倉
庫
懸
罄
、
稲
穀
爛
紅
。
已
忘
二

暫
労
永
逸
之
心
一

、

　

遂
致
二

雀
鼠
風
雨
之
恤
一

。
良
宰
莅
レ

職
豈
如
レ

此
乎
。
自
今
以
後
、
永
革
二

斯
弊
一

。
宜
レ

　
　

令
下
二

諸
国
一

具
録
二

歳
中
修
理
官
舎
之
数
一

。
付
二

朝
集
使
一

毎
年
奏
聞
上

。
国
分
二
寺
亦

　

宜
レ

准
レ

此
。
假
二

事
神
異
一

不
レ

得
レ

驚
レ

聴
。
主
者
施
行
。

　
　

天
平
神
護
二
年
九
月
五
日	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

〔
天
平
神
護
二
年
＝
七
六
六
年
〕

		
九
世
紀
代
に
お
け
る
諸
国
の
官
舎
修
理
の
実
情
は
、
繰
り
返
し
出
さ
れ
る
官
舎
修
理
に

関
す
る
太
政
官
符
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
破
壊
し
た
官
舎
の
修
理
が
す
ぐ
に
は
実
施
さ

れ
ず
、
加
え
て
そ
の
中
央
へ
の
報
告
が
ほ
と
ん
ど
規
定
ど
お
り
に
は
行
わ
れ
ず
国
司
交
替

時
に
そ
の
事
実
が
発
覚
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

	

已
上

治
部

已
上

神
祇

已
上

主
税

殖
木
帳
所
謂
桑
漆
帳
歟
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［
例
１
］
『
政
事
要
略
』
〈
巻
五
十
四
・
交
替
雑
事
（
修
理
官
舎
）
〉

　

又
云
、
応
三

早
修
二

造
前
国
司
時
破
損
雑
物
一

事

　

右
被
二

右
大
臣
宣
一

偁
、
奉
レ　

勅
、
畿
内
七
道
諸
国
官
舎
正
倉
器
仗
池
堰
国
分
寺
神
社

　

等
類
、
随
二

破
損
一

修
理
、
各
立
二

條
例
一

。
至
レ

有
二

闕
怠
一

抅
以
二

解
由
一

。
今
聞
、
前

　

後
国
司
交
替
之
日
、
検
二

校
破
損
一

載
二

不
与
解
由
状
及
交
替
帳
等
一

言
上
。
因
レ

茲
厥
後

　

舊
人
者
縁
レ

無
二

其
勢
一

不
レ

堪
二

修
造
一

。
新
司
者
称
レ

非
二

己
怠
一

弃
而
不
レ

顧
。
稍
経
二　

	

　

年
月
一

、
弥
致
二

大
損
一

。
此
之
為
レ

弊
、
不
レ

可
二

勝
言
一

。
自
今
以
後
、
交
替
之
日
、
所
レ

　

有
破
損
、
宜
レ

令
下
二

後
任
一

早
加
中

修
造
上

。
其
料
者
、
作
レ

差
割
二

留
前
司
主
典
已
上
公

　

廨
一

充
レ

之
。
如
無
二

公
廨
一

者
、
徴
二

用
私
物
一

。
仍
待
二

修
理
訖
一

乃
許
二

解
由
一

。
又
郡

　

司
之
職
、
検
二

察
所
部
一

。
郡
中
破
損
、
須
レ

勤
二

修
理
一

。
若
有
二

破
損
一

不
レ

勤
二

修
理
一

　

者
、
作
レ

差
徴
レ

物
、
亦
同
二

国
司
一

。
但
駅
家
破
損
者
、
一
依
二

延
暦
十
九
年
九
月
二
日

　

格
一

。
庶
令
二

前
後
共
勤
。
官
物
无
一レ

損
。

　
　

弘
仁
四
年
九
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
弘
仁
四
年
＝
八
一
二
年
〕

	
	

［
例
２
］
『
政
事
要
略
』
巻
五
十
四
・
交
替
雑
事
（
修
理
官
舎
）
〉

　

交
替
式
云
、
太
政
官
符
、
応
レ

修
二

理
官
舎
一

事

　

右
諸
司
官
舎
破
損
不
レ

少
、
覆
二

勘
其
由
一

、
怠
在
二

官
人
一

、
不
レ

勤
二

修
理
一

遂
致
二

大
破
一

。

　

遷
代
官
人
解
由
有
レ

煩
。
大
納
言
正
三
位
兼
行
右
近
衛
大
将
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝

　

臣
冬
嗣
宣
、
奉
レ　

勅
、
永
置
二

其
料
一

、
随
レ

破
修
理
。
未
レ

請
レ

料
司
。
随
二

其
舎
数
一

　

撙
節
請
二

修
理
料
一

。
即
毎
年
出
挙
、
割
レ

利
且
用
二

修
造
一

。
三
年
之
後
、
積
レ

利
為
レ

本
。
々

　

即
返
レ

庫
。

　
　

弘
仁
十
一
年
閏
正
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
弘
仁
十
一
年
＝
八
二
〇
年
〕

　

本
文
書
の
内
容
を
、
兵
士
差
発
や
公
粮
申
請
な
ど
修
理
段
階
に
お
け
る
何
ら
か
の
申
請

文
書
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
文
中
の
「
□
年
六
月
一
日
盡
仝
同
年
七
月
□
」
と
い
う
修

理
期
間
と
考
え
ら
れ
る
記
載
を
月
日
の
み
で
は
な
く

“年”
か
ら
記
す
仕
方
か
ら
も
、
破
壊
し

て
か
ら
相
当
の
年
月
を
経
た
後
に
破
壊
の
事
実
お
よ
び
修
理
報
告
を
朝
集
公
文
と
し
て
提

出
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
正
倉
院
文
書
の
「
出
雲
国
計
会
帳
」
（
天

平
六
年
〈
七
三
四
〉
）
に
は
「
駅
馬
帳
」
「
駅
家
鋪
設
帳
」
「
伝
馬
帳
」
「
種
馬
帳
」
「
繋
飼

馬
帳
」
「
伯
姓
牛
馬
帳
」
「
兵
馬
帳
」
各
一
巻
が
進
上
さ
れ
た
記
載
が
あ
り
、
さ
き
の
『
政

事
要
略
』
朝
集
公
文
に
も
「
駅
馬
帳
」「
駅
家
帳
」「
百
姓
牛
馬
帳
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
朝
集
使
の
進
上
公
文
は
馬
の
管
理
業
務
や
官
舎
修
理
に
関
す
る
も
の
が
多

く
含
ま
れ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
考
課
令
67
考
郡
司
条
に
「
凡
国
司
、
毎
年
量
二

郡
司
行
能
一

功
過
。
（
中
略
）

訖
具
記
附
二

朝
集
使
一

、
送
レ

省
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
朝
集
使
は
国
内
の
考
課
に
関
す
る

文
書
を
中
央
に
進
上
し
て
い
た
。
出
雲
国
計
会
帳
に
も
「
考
文
」
「
考
状
」
の
進
上
が
み

ら
れ
る
。
本
漆
紙
文
書
中
の
「
考
□
附
朝
集
使
」
と
い
う
記
載
か
ら
も
、
朝
集
使
が
考
課

に
関
す
る
考
文
を
進
上
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

内
容
全
体
が
分
か
ら
な
い
た
め
修
理
報
告
と
考
課
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
明
確
に
断

定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
さ
き
に
引
用
し
た
『
政
事
要
略
』
諸
官
符
の
内
容
が
国
司
交
替

時
の
修
理
責
任
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
文
書
の
事
書
と
推
定
さ
れ
る
部
分

が
官
舎
修
理
に
関
す
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
本
文
書
の
年
代
を
推
定
す
る
際
に
、
国
司
交

替
期
を
手
が
か
り
に
考
え
る
の
も
一
案
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
本
漆
紙
文
書
は
、
考
課

の
た
め
に
上
京
し
て
い
る
国
司
に
附
す
形
で
進
上
し
た
修
理
報
告
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
文
書
は
、
陸
奥
国
司
か
ら
破
壊
さ
れ
た
馬
の
官
舎
に
関
す
る
中
央

へ
の
修
理
報
告
の
控
え
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
文
書
作
成
の
年
月
日
部
分
は
欠
損
し
て
い

る
が
、
日
下
の
文
書
作
成
者
は
、
権
大
目
の
某
朝
臣
『
安
□
』
で
あ
る
。
『
安
□
』
の
部
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分
は
自
署
で
あ
る
。
解
式
文
書
で
は
、
上
段
に
守
・
介
の
署
名
を
、
下
段
に
掾
以
下
の
署

名
を
す
る
。
陸
奥
国
は
大
国
で
あ
る
の
で
、
四
等
官
の
位
階
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

	
	

［
表
］
大
国
国
司
官
位
表

　

職
員

守

介

大
掾

少
掾

大
目

少
目

史
生

　

員
数

一
人

一
人　

一
人　

一
人　

一
人　

一
人　

三
人

　

位
階

従
五
位
上

正
六
位
下

正
七
位
下

正
七
位
上

従
八
位
上

従
八
位
下

　

本
漆
紙
文
書
に
お
い
て
遺
存
し
て
い
る
位
署
部
分
は
、
下
段
の
判
官
以
下
の
部
分
で
あ

第 15 図　南北大路沿いの区画内遺構と馬関連遺構・遺物の分布

り
、
掾
お
よ
び
目
の
署
名
の
一
部
を
確

認
で
き
る
。

　

②
行
目
と
④
行
目
の
間
が
一
行
分
空

い
て
お
り
、
わ
ず
か
に
墨
痕
が
残
っ
て

い
る
。
こ
こ
に
は
本
来
少
掾
が
署
名
す

る
は
ず
で
あ
る
が
、
自
署
が
み
え
な
い
。

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
少
掾
が
朝
集
使
と

な
っ
て
在
京
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

国
司
の
解
文
の
場
合
、
朝
集
使
と
な
っ

て
い
る
国
司
の
欄
に
は
「
位
階
＋
職
名

＋
ウ
ジ
名
＋
カ
バ
ネ
」
の
後
に
右
に
寄

せ
て
「
朝
集
使
」
と
注
記
す
る
こ
と
も

あ
る
が
、
本
文
書
で
は
み
え
な
い
。な
お
、

本
文
書
の
「
朝
集
使
」
の
次
に
断
簡
「
正

七
」
が
続
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
大

国
（
表
参
照
）
の
大
掾
の
相
当
位
（
「
正

七
位
下
」
）
を
持
っ
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
②
行
目
「
大
中
臣
朝
臣
『
貴
□
』
」
は
掾
と

推
測
さ
れ
る
。
そ
の
さ
ら
に
次
の
④
行
目
が
大
目
、
⑤
行
目
に
は
お
そ
ら
く
「
従
七
□
」

の
少
目
が
続
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　　

文
書
の
内
容
を
以
上
の
よ
う
に
解
釈
し
た
場
合
、
こ
れ
ま
で
当
該
地
周
辺
に
お
け
る
発

掘
調
査
に
よ
っ
て
馬
関
係
の
遺
構
お
よ
び
遺
物
、
特
に
出
土
文
字
資
料
が
数
多
く
確
認
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
。
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６　

馬
関
係
の
遺
構
と
遺
物

〈
遺
構
〉

　

Ａ　

市
川
橋
遺
跡
第
25
次
調
査
Ｂ
49
区

　

南
北
大
路
沿
い
の
東
側
の
南
北
二
町
・
東
西
一
町
の
南
北
に
長
い
敷
地
に
、
南
北
十
一

間
×
東
西
二
間
の
長
大
な
建
物
が
南
北
に
二
棟
連
な
っ
て
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
南
北

大
路
を
挟
ん
だ
西
側
の
区
画
に
お
い
て
も
、
南
北
棟
十
一
間
×
二
間
の
建
物
が
一
棟
発

見
さ
れ
て
い
る
。
多
賀
城
市
市
川
橋
遺
跡
の
こ
れ
ら
の
長
大
な
建
物
の
性
格
に
つ
い
て

は
、
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
『
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
60
集　

市
川
橋
遺
跡
』

（
二
〇
〇
一
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
　

Ｓ
Ｂ
一
〇
〇
〇
・
一
〇
一
〇
は
柱
間
が
10
尺
（
約
3.0
ｍ
）
、
桁
行
総
長
11
間
と
い
う
規

　

模
か
ら
城
内
の
官
衙
に
匹
敵
し
、
し
か
も
３
棟
（
推
定
４
棟
）
が
柱
筋
を
揃
え
て
整
然

　

と
し
た
配
置
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
城
外
に
置
か
れ
た
官
衙
と
考
え
ら
れ
る
。
性
格

　

に
関
わ
る
資
料
は
出
土
し
て
い
な
い
が
、
長
大
な
南
北
棟
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
可

　

能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
倉
庫
の
よ
う
な
性
格
を
想
定
し
て
い
る
。

第 16 図　11 ×２間の大型建物

　　　　市川橋遺跡　ＳＢ 1000・1010 掘立柱建物跡
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こ
れ
ら
の
長
大
な
建
物
跡
の
類
例
と
し
て
、
や
は
り
中
央
の
馬
寮
（
う
ま
の
つ
か
さ
）

の
馬
房
と
さ
れ
て
い
る
建
物
と
の
関
連
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

律
令
体
制
下
、
政
府
の
馬
の
管
理
を
担
当
し
た
官
司
が
馬
寮
で
あ
る
。
平
城
宮
・
馬
寮

東
官
衙
（
奈
良
時
代
前
半
～
後
半
）
に
は
、
馬
房
（
厩
舎
な
ど
で
、
馬
を
一
頭
ず
つ
入
れ

て
お
く
仕
切
り
部
屋
）
と
さ
れ
る
長
大
な
建
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
Ⅻ
』(

一
九
八
五
年)

に
よ
れ
ば
、
平
城
宮
西
端
部
に

位
置
す
る
南
北
九
〇
〇
尺
・
東
西
三
二
〇
尺
の
官
衙
区
画
を
馬
寮
に
比
定
し
、
そ
の
理
由

と
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
宮
内
に
お
け
る
位
置
と
占
地
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
官
衙
は
西
面
中
門
（
佐

伯
門
）
と
同
北
門
（
伊
福
部
門
）
の
間
に
あ
っ
て
、
大
垣
沿
い
に
南
北
に
細
長
い
地
域

を
占
め
て
い
る
。
平
安
宮
古
図
に
よ
る
と
、
西
面
中
門
と
同
南
門
の
間
に
左
馬
寮
が
、

ま
た
そ
の
南
に
右
馬
寮
が
み
え
る
。
左
・
右
馬
寮
は
共
に
南
北
八
四
丈
・
東
西
三
五
丈

と
南
北
に
長
い
。
平
城
宮
に
お
け
る
本
官
衙
の
あ
り
方
は
平
安
宮
に
お
け
る
左
右
馬
寮

の
ば
あ
い
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
藤
原
宮
に
お
い
て
も
、
平

城
・
平
安
両
宮
と
よ
く
似
た
位
置
に
「
西
方
官
衙
」
と
仮
称
し
て
い
る
南
北
に
細
長
い

官
衙
区
画
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
平
城
宮
に
お
け
る
本
官
衙
を
左
・
右
い
ず
れ
か
の
馬

寮
と
推
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
藤
原
宮
か
ら
平
安
宮
に
至
る
官
衙
配
置
の
連
続
性
が
理

解
で
き
る
。

　

検
出
し
た
遺
構
の
状
況
か
ら
、
次
の
諸
点
が
判
明
し
た
。
官
衙
区
画
北
部
に
正
殿
・

前
殿
・
脇
殿
か
ら
な
る
正
庁
ブ
ロ
ッ
ク
が
あ
り
、
南
半
中
央
部
は
広
い
空
閑
地
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
馬
の
調
教
場
に
ふ
さ
わ
し
い
。
東
西
両
脇
に
は
桁
行
の
長
い
建
物
お
よ

び
倉
庫
が
建
つ
。
こ
れ
ら
は
馬
房
お
よ
び
馬
具
を
収
め
る
庫
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、

馬
の
水
洗
場
か
と
想
像
で
き
る
長
大
な
土
壙
が
存
在
す
る
。
以
上
の
建
物
規
模
・
配
置
・

第 17 図　平城宮馬寮

第 18 図　平城宮馬寮出土
　　　　	墨書土器「主馬」 奈良国立文化財研究所『平城宮発掘調査報告ⅩⅡ』1985 年

馬寮Ⅳ期の遺構の想定図 第Ⅳ期の遺構配置

奈良国立文化財研究所
『平城宮発掘調査報告ⅩⅡ』1985 年
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長
大
な
土
壙
の
存
在
は
藤
原
宮
西
方
官
衙
と
共
通
す
る
。

　

出
土
遺
物
の
う
ち
特
に
土
器
の
面
か
ら
は
次
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
土
器
類
の
出
土

量
は
相
対
的
に
少
な
く
、
土
師
器
・
須
恵
器
の
比
率
は
四
：
六
で
、
他
の
官
衙
の
ば
あ

い
と
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
た
「
主
馬
」
二
点
お
よ
び
「
内
厩
」
一
点
の
墨
書
土

器
が
出
土
し
て
い
る
。
「
主
馬
」
は
天
応
元
年(

七
八
一)

か
ら
大
同
元
年(

八
〇
六)

ま
で
官
人
補
任
の
み
ら
れ
る
主
馬
寮
に
、
ま
た
「
内
厩
」
は
天
平
神
護
元
年(

七
六
五)

に
設
け
ら
れ
大
同
元
年
ま
で
補
任
例
の
み
ら
れ
る
内
厩
寮
を
指
す
。
内
厩
寮
は
左
右
馬

寮
・
主
馬
寮
と
密
接
に
関
連
す
る
官
司
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
墨
書
土
器

か
ら
、
こ
の
官
衙
区
画
は
奈
良
時
代
末
に
は
主
馬
寮
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に

主
馬
寮
設
置
以
前
は
左
右
馬
寮
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

遺
構
時
期
区
分
の
第
Ⅳ
期
は
天
平
宝
字
頃
に
想
定
さ
れ
る
が
、
正
庁
部
分
が
内
郭
と

外
郭
に
整
備
さ
れ
、
官
衙
区
画
北
面
と
東
面
が
築
地
で
画
さ
れ
る
な
ど
、
か
な
り
大
規

模
に
施
設
構
成
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
左
右
馬
寮
の
主
馬
寮
へ
の
統
合
と
い
う

官
制
改
編
の
時
期
に
相
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
馬
寮
の
歴
史
的
変
遷
が

遺
構
の
上
か
ら
も
辿
れ
る
こ
と
も
当
官
衙
区
画
を
馬
寮
と
す
る
こ
と
の
一
つ
の
傍
証
と

な
ろ
う
。

　

今
回
の
市
川
橋
遺
跡
第
72
次
調
査
出
土
漆
紙
文
書
の
発
見
を
契
機
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

の
多
賀
城
都
市
プ
ラ
ン
の
東
北
角
付
近
一
帯
に
馬
関
連
の
遺
構
・
遺
物
が
集
中
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
市
川
橋
遺
跡
で
検

出
さ
れ
て
い
る
長
大
な
南
北
棟
建
物
が
、
多
賀
城
に
設
置
さ
れ
た
馬
を
管
理
す
る
役
所
の

馬
房
で
あ
る
可
能
性
も
現
段
階
で
想
定
し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、
中
央
官
司
の
馬
寮
（
う
ま
の
つ
か
さ
）
に
対
し
て
、
国
府
に
お
い
て
馬
の
管
理

を
担
当
し
た
官
司
は
、
長
屋
王
邸
出
土
木
簡
に
み
え
る
「
馬
司
」
（
う
ま
の
つ
か
さ
）
と

い
う
呼
称
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。

　

Ｂ	
大
臣
宮
地
区

　

大
臣
宮
地
区
は
、
多
賀
城
外
郭
南
門
跡
か
ら
約
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
南
方
に
所
在
し
て
い

る
。
通
称
「
大
臣
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
当
地
区
は
、
周
辺
の
水
田
部
と
の
比
高
差
が
約

一
～
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
有
す
る
台
地
形
を
呈
し
て
い
る
。

　

発
掘
調
査
の
結
果
、
検
出
さ
れ
た
S
B
〇
一
建
物
跡
は
、（
Ａ
）
二
間
×
三
間
以
上
→
（
Ｂ
）

第 19 図　大臣宮地区遺構図

　　　　市川橋遺跡ＳＢ 01 掘立柱建物跡



21

一
回
り
大
き
め
の
二
間
×
三
間
以
上
→
（
Ｃ
）
北
廂
付
の
三
間
×
三
間
以
上
の
建
物
へ
と

三
期
に
わ
た
っ
て
変
遷
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
時
期
は
お
お
む
ね
九
世
紀
代
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
『
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
集　

市
川
橋
遺
跡
調
査
報
告
書　

昭
和
58
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
』　

一
九
八
四
年
三
月
）
。

　

こ
の
大
臣
宮
に
つ
い
て
の
記
録
が
『
安
永
風
土
記
御
用
書
出
』（
安
永
三
年
〈
一
七
七
四
〉
）

の
中
に
み
ら
れ
る
。

　
　

一　

大
臣
神
社　

一　

小
字
名　

大
臣
の
宮

　
　
　

一　

勧
請　

誰
勧
請
と
申
義
并
右
年
月
共
ニ
相
知
不
申
候
へ
共　

淳
和
帝
御
猶
子

　
　
　
　

河
原
左
大
臣
融
公
を
奉
祭
塩
竈
一
ノ
宮
十
四
末
社
之
内
ニ
御
座
候
由
申
伝
候
事

　
　
　

△
一　

社
地　

一　

社　

西
向
弐
尺
作　

一　

鳥
居　

西
向

　
　
　
　
　
　

…	

略	

…

　

『
安
永
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
神
社
は
嵯
峨
天
皇
第
十
二
皇
子
の
源
融
を
祀
っ
た

も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
源
融
は
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
二
月
陸
奥
出
羽
按
察
使
に
任

命
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
『
公
卿
補
任
』
に
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
陸
奥
出
羽
按
察
使
か
ら
右
大
臣
・
左
大
臣
に
昇
進
し
た
人
物
は
、
昌
泰
四
年

（
九
〇
一
）
の
源
光
ほ
か
複
数
い
る
の
で
、
「
大
臣
宮
」
と
し
て
源
融
を
祀
っ
た
の
は
お
そ

ら
く
後
世
の
擬
定
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
大
臣
（
お
と
ど
）
」
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
次
の

よ
う
な
理
解
が
よ
り
妥
当
性
の
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

馬
場
の
埒
（
ら
ち
）
の
中
央
に
設
け
ら
れ
た
騎
射
・
競
馬
な
ど
に
際
し
て
観
覧
す
る
た

め
の
殿
舎
は
馬
場
殿
と
呼
ば
れ
、
「
う
ま
や
の
お
と
ど
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

『
栄
花
物
語
』
二
三
に
よ
れ
ば
、「
東
の
対
を
や
が
て
馬
場
の
お
と
ゞ
に
せ
さ
せ
給
ひ
て
、

そ
の
前
に
北
南
ざ
ま
に
、
馬
場
せ
さ
せ
給
へ
り
」
と
、
東
対
が
馬
場
殿
（
お
と
ど
）
に
擬

せ
ら
れ
て
い
る
。
お
と
ど
は
大
臣
屋
・
大
殿
屋
・
乙
殿
屋
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
調

査
地
の
通
称
「
大
臣
（
宮
）
」
も
こ
の
意
味
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
。

第 20 図　宮城郡浮島村字袖馬場地図（多賀城市　所蔵）

右が北。中央に見えるのが東北本線。多賀城外郭南門は字田屋場（図面右）にほぼあたる。
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第 21 図　「馬庭」木簡（第 120 号木簡）

　　　　出土地点

　

つ
ぎ
に
紹
介
す
る
市
川
橋
遺
跡
第
45
次
調
査
出
土
の
「
馬
庭
（
馬
場
）
修
理
」
木
簡
の

発
見
に
よ
り
、
木
簡
出
土
地
＝
北
２
道
路
南
側
溝
の
東
地
区
に
「
馬
庭
（
馬
場
）
」
を
想

定
で
き
る
。
そ
の
す
ぐ
南
に
位
置
す
る
大
臣
地
区
で
検
出
さ
れ
た
大
型
掘
方
を
も
つ
Ｃ
期

の
み
で
は
あ
る
が
、
北
廂
建
物
が
、
東
西
に
設
置
さ
れ
た
馬
場
で
行
わ
れ
る
騎
射
・
競
馬

等
を
観
覧
す
る
た
め
の
殿
舎
、
す
な
わ
ち
「
う
ま
や
の
お
と
ど
（
大
臣
）
」
と
呼
ば
れ
、

そ
の
名
称
が
「
大
臣
（
お
と
ど
）
」
と
い
う
遺
称
と
し
て
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
現
在
の
「
大
臣
宮
」
付
近
に
「
袖
馬
場
」
の
字
名
が
確
認
で
き

る
点
も
注
目
し
た
い
（
多
賀
城
市
文
化
財
課
・
鈴
木
孝
行
氏
の
教
示
に
よ
る
）
。

〈
遺
物
〉

Ａ	

市
川
橋
遺
跡
第
45
次
調
査
出
土
木
簡
（
三
五
七
）
×
六
九
×
七

（
１
）
形
状

　

短
冊
型
。
上
端
は
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
が
、
下
端
は
欠
損
し
て
い
る
。
オ
モ
テ
面
を

下
に
し
た
状
態
で
出
土
し
た
た
め
、
ウ
ラ
面
の
風
化
が
激
し
く
、
下
半
部
の
墨
痕
が
失
わ

れ
て
い
る
。

（
２
）
釈
文

第 22 図　「馬庭」木簡赤外線写真

　　　　市川橋遺跡　第 120 号木簡
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（
３
）
内
容

　

出
土
地
点
は
、
多
賀
城
外
郭
南
辺
か
ら
南
へ
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
大
路
か
ら
東

へ
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
出
土
遺
構
は
、
多
賀
城
南
面
に
拡
が
る
方
格
地
割
の
北
２

道
路
南
側
溝
で
あ
る
。

　

馬
の
訓
練
や
競
技
を
行
う
「
馬
庭
」
（
馬
場
）
の
修
理
の
た
め
に
兵
士
を
派
遣
し
た
こ

と
を
示
す
木
簡
で
あ
る
。
兵
士
が
「
馬
庭
」
の
修
理
に
、
そ
し
て
本
漆
紙
文
書
に
み
え
る

よ
う
に
、
馬
の
官
舎
修
理
に
も
動
員
さ
れ
て
い
る
事
実
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
調
査
地
の
東
地
区
は
、
比
較
的
軟
弱
な
地
盤
で
、
建
物
跡
な
ど
が
検
出
さ
れ
て

お
ら
ず
、
居
住
域
と
し
て
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
本
調
査
地
の
東
地
区
は
「
馬
庭
」
（
馬
場
）
の
設
置
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｂ	

題
籤
軸
木
簡

　

①
「
失
馬
文
」
「
国
判
」

第 23 図　「失馬文」木簡

　　　　　市川橋遺跡　第 73 号木簡

	
	

②
「
馬
券
」

第 24 図　「馬券」木簡

　　　　　市川橋遺跡　第 75 号木簡

　

①
「
失
馬
文
」
は
、
陸
奥
国
司
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
官
馬
の
う
ち
失
踪
し
た
馬
を
記

録
し
、
し
か
も
〝
国
判
〟
を
伴
う
文
書
の
題
籤
で
あ
る
。
②
「
馬
券
」
は
、
お
そ
ら
く
馬

の
売
買
に
関
す
る
文
書
題
籤
と
考
え
ら
れ
る
。

　

市
川
橋
遺
跡
第
72
次
調
査
区
は
、
以
上
の
馬
関
連
の
遺
構
・
遺
物
の
所
在
地
区
と
は
距

離
的
に
若
干
離
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
関
連
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
文
書
は
、
お
そ
ら
く
馬
の
官
舎
に
関
す
る
修
理
報
告
と
し
て
中
央

に
提
出
さ
れ
た
国
司
解
案
と
し
て
、
馬
司
に
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
群
の
一
部
で
あ
ろ
う
。

そ
の
文
書
を
馬
司
所
管
の
漆
工
房
（
本
調
査
で
は
漆
工
房
遺
構
と
断
定
で
き
な
い
が
）
に

お
け
る
馬
具
な
ど
の
漆
塗
り
作
業
の
際
に
、
そ
の
文
書
を
漆
ふ
た
紙
と
し
て
払
い
下
げ
た

と
推
測
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
馬
関
連
の
遺
構
・
遺
物
な
ど
を
多
賀
城
の
都
市
プ
ラ
ン
全
体
の
中
に
位

置
づ
け
て
、
そ
の
意
義
を
問
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
都
市
プ
ラ
ン
は
、
南
北
大
路
（
幅
約
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一
七
～
二
三
ｍ
）
お
よ
び
東
西
大
路
（
幅
約
一
二
ｍ
）
の
二
つ
の
幹
線
道
路
を
基
準
と
し

て
割
り
付
け
ら
れ
た
。

　

こ
の
都
市
プ
ラ
ン
の
中
で
馬
関
連
の
遺
構
・
遺
物
群
の
所
在
地
区
は
、
東
北
部
の
一
画

に
位
置
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
全
体
プ
ラ
ン
の
中
核
部
で
は
な
く
、
い
わ
ば
周
縁
地
区
で

あ
る
。
多
賀
城
の
政
庁
お
よ
び
約
九
○
○
ｍ
の
外
郭
線
で
区
画
さ
れ
た
主
要
城
柵
施
設
は
、

低
丘
陵
上
に
立
地
す
る
。
当
該
地
は
そ
の
丘
陵
部
か
ら
何
本
も
の
谷
の
流
れ
が
直
接
的
に

及
ぶ
低
湿
地
帯
を
含
む
比
較
的
居
住
条
件
に
は
不
適
当
な
地
域
で
あ
る
と
い
え
る
。
東
西

大
路
沿
い
に
国
司
館
な
ど
主
要
官
司
が
占
地
し
、
道
路
か
ら
奥
ま
っ
た
地
域
は
工
房
な
ど

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

平
城
宮
お
よ
び
平
安
宮
に
お
い
て
も
、
馬
を
管
理
す
る
馬
寮
は
、
宮
域
の

も
外
側
、

西
南
部
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
多
賀
城
の
馬
関
連
の
施
設
（
仮
に
陸
奥

国
府
の
馬
司
と
称
し
て
お
き
た
い
）
は
、
宮
の
馬
寮
と
対
角
線
の
東
北
部
に
設
置
さ
れ
て

い
る
。
古
代
の
地
方
都
市
計
画
か
ら
す
れ
ば
、
〝
馬
司
〟
の
占
地
は
、
都
市
中
枢
の
周
縁

部
に
設
置
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

７　

推
定
年
代

	
	

本
文
書
は
、
本
来
、
年
代
を
確
定
で
き
る
文
言
を
三
箇
所
も
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
三
箇
所
と
は
、
①
文
書
の
作
製
年
月
日
、
②
修
理
期
間
と
考
え
ら
れ
る
「
［　

］
年

六
月
一
日
盡
仝
年
七
月
□
」
、
③
位
署
部
分
の
行
上
に
記
載
さ
れ
る
守
お
よ
び
介
の
人
名

（
多
く
の
場
合
、
文
献
史
料
上
に
そ
の
実
名
を
確
認
で
き
る
）
。
現
状
で
は
、
こ
の
三
箇
所

は
欠
損
ま
た
は
墨
痕
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
年
代
を
確
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
当
面
は
、
本
文
書
の
年
代
は
考
古
学
的
所
見
で
あ
る
九
世
紀
後
半
と

し
て
お
き
た
い
。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館　
　
　
　

平
川　

	

南
）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員　

武
井	

紀
子
）
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第
16
号
漆
紙
文
書　

巻
末
図
版
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巻末図版２　漆紙文書出土状況（真上から　上が北）

巻末図版１　ＳＸ 3400　漆紙文書出土状況（西から）
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巻末図版４　Ｅ・Ｇ部出土状況接写

文書右側から撮影。Ｅ部（Ⅱ断簡）とＧ部（Ⅲ断簡）が近接している。

巻末図版３　出土状況・断簡配置



28

巻末図版５　第 16 号漆紙文書　可視光写真（オモテ面）

巻末図版６　第 16 号漆紙文書の界線（斜光での撮影。右から A断簡、B断簡、C断簡。縮尺任意）
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巻末図版８　第 16 号漆紙文書　可視光写真（漆面）

巻末図版７　肉眼で確認できる墨痕
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巻末図版９　漆紙文書赤外線デジタル写真　Ⅰ断簡
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巻末図版 10　漆紙文書赤外線デジタル写真　Ⅱ・Ⅲ断簡

Ⅱ断簡

Ⅲ断簡

巻末図版 11　漆紙文書赤外線デジタル写真　Ⅰ断簡（透過撮影）
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巻末図版 12　墨痕拡大写真（赤外線デジタル）１
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巻末図版 14　墨痕拡大写真（赤外線デジタル）３



巻末図版 15　第 16 号漆紙文書　墨痕実測図

S=1/1

0 10cm5
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ふ り が な いちかわばしいせきだい 72 じちょうさしゅつどのうるしかみもんじょ

書 名 市川橋遺跡第 72 次調査出土の漆紙文書

副 書 名

シ リ ー ズ 名 多賀城市文化財調査報告書

シ リ ー ズ 番 号 第107集

編 著 者 名 村松稔・鈴木琢郎・平川南・武井紀子

編 集 機 関 多賀城市埋蔵文化財調査センター

所 在 地 宮城県多賀城市中央二丁目 27 − 1

発 行 年 月 日 平成 23 年 7 月 29 日

要　約
市川橋遺跡第72次調査で発見したSX3400から出土した漆紙文書について、報告と検討を行
った。内容は、馬の官舎に関する修理報告と推定される。

報	告	書	抄	録

所
ふ	り	が	な	

収遺跡名 所
ふ	り	が	な

在 地
コード

北緯 東経 調査期間
調査
面積

調査原因
市町村 遺跡番号

市
いちかわばしいせき

川橋遺跡 宮
みや

城
ぎ

県
けん

多
た

賀
が

城
じょう

市
し

城
じょうなん

南一丁
ちょうめ

目1−7
042099 18008

38度
17分
49秒

140度
59分
22秒

20080624

～

20080717
39㎡

個人住宅
建設

所収遺跡名 種　別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

市川橋遺跡 集落・都市 奈良・平安
掘立柱建物跡
溝跡、土壙

漆紙文書
SX3400から第16号漆紙文

書が出土
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